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2013年12月１日（    ）17 広報うらそえ 2013年12月１日 （    ）16広報うらそえ
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※行事などの詳細については各
児童センターのホームページ
を参照するか直接お問い合わ
せください。

開館日： 月曜日〜土曜日　
開館時間： 午前10時〜午後６ 時
※夜間開放もしています。

児童センター

若草児童センター
☎８７７－００４７

内間児童センター
☎８７６－１５０２

西原児童センター
☎８７８－１７６６

経塚児童センター
☎８７６－４１００

宮城ヶ原児童センター
☎８７６－１８９５

まちなと児童センター
☎８７３－１８９８

浦城っ子児童センター
☎８７８－６８１５

森の子児童センター
☎８７４－７６１０

うらそえぐすく児童センター
☎８７４－０４１７

宮城っ子児童センター
☎８７０－０２２７

前田ユブシが丘児童センター
☎８７１－１５５８
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申
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対
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内

期

対

所申

他

日必

日必費

定

定

費

講
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費

所
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申
問

定

■
マ
タ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル

　
食
事
と
健
診
結
果
と
の
関
連
・
食
事
の
選

び
方
・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
。
妊
婦
体
験
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
の
着
用
や
赤
ち
ゃ
ん
人
形
の
抱
っ
こ

体
験
　
　
12
月
８
日
（
日
）
午
前
９
時
〜
正

午
　
　
市
在
住
の
妊
婦
さ
ん
と
そ
の
パ
ー
ト

ナ
ー
の
方
　
　
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
　

　
〜
12
月
５
日
ま
で
。

■
Ｂ
Ｃ
Ｇ
集
団
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

　
市
在
住
の
生
後
５
か
月
〜
１
歳
未
満
の
乳

児
　
　
12
月
17
日
（
火
）
午
後
２
時
〜
４
時

整
理
券
交
付
午
後
１
時
か
ら
　
　
市
保
健
相

談
セ
ン
タ
ー
　
　
予
防
接
種
を
受
け
る
と
き

は
、
必
ず
市
か
ら
届
い
た
予
診
票
と
親
子
健

康
手
帳
（
母
子
手
帳
）
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。
親
子
健
康
手
帳
を
お
忘
れ
の
方
は
、
予

防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

■
婦
人
が
ん
集
団
検
診
の
お
知
ら
せ

　
乳
が
ん
検
診
・
子
宮
頸
が
ん
検
診

　
12
月
16
日
（
月
）
午
後
１
時
〜
３
時
、

平
成
26
年
１
月
27
日
（
月
）
午
後
１
時
〜
３

時
　
　
乳
が
ん
検
診
‥
40
歳
以
上
偶
数
年
齢

の
女
性
、
子
宮
頸
が
ん
検
診
‥
20
歳
以
上
偶

数
年
齢
の
女
性
　
　
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

　
乳
が
ん
検
診
１
０
０
０
円

子
宮
頸
が
ん
検
診
５
０
０
円
　
　
80
人
（
要

予
約
・
定
員
に
達
し
次
第
締
切
）

　
平
成
25
年
度
が
ん
検
診
等
受
診
券

■
上
級
救
命
講
習
会
の
お
知
ら
せ

　「
も
の
よ
り
も
　
確
か
な
備
え
　
救
急
法
」

愛
す
る
命
を
守
り
た
い
！

　
成
人
・
小
児
・
乳
児
に
行
う
心
肺
蘇
生
法

（
Ａ
Ｅ
Ｄ
含
む
）、外
傷
等
の
処
置
、止
血
法
、

異
物
除
去
法
、
患
者
搬
送
法
な
ど

　
12
月
21
日
（
土
）
午
前
９
時
〜
午
後
６
時

　
市
消
防
本
部
２
階
講
堂
　
　
30
人
（
市
在

住
・
在
勤
者
優
先
）
　
12
月
２
日
（
月
）
〜

20
日
（
金
）　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
土

日
・
祝
日
を
除
く
）
　
　
総
務
課

※
動
き
や
す
い
服
装
（
ズ
ボ
ン
、
靴
）
で
の

参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
企
画
展

　第
19
回
沖
縄
県
中
学
校
総
合
文
化
祭

　
12
月
21
日
（
土
）
〜
22
日
（
日
）
　
無
料

■
実
習
教
室

　き
ゅ
う
漆
教
室

　
き
ゅ
う
漆
の
技
法
で
漆
器
を
製
作
す
る
　

　
平
成
26
年
１
月
11
日
〜
３
月
15
日
　
毎
週

土
曜
日
　
全
10
回
　
午
後
２
時
〜
４
時
　

　
12
月
３
日
（
火
）
〜
20
日
（
金
）

　
電
話
受
付
　
　
８
０
０
０
円
程
度

　
10
人
（
抽
選
）
市
内
在
住
・
在
勤
者
優
先

■
常
設
展
示
替
え
の
た
め
の
臨
時
閉
室

12
月
４
日
（
水
）
〜
６
日
（
金
）

※

企
画
展
は
開
催
し
て
い
ま
す
。

※

詳
細
は
浦
添
市
美
術
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

http://www.city.urasoe.lg.jp/archive
/8761234/art/

■
ハ
ー
モ
ニ
ー
連
続
講
座
・
男
女
に
や
さ
し

い
「
さ
ん
か
く
セ
ミ
ナ
ー
そ
の
８
」

　
女
性
や
子
ど
も
が
犯
罪
（
Ｄ
Ｖ
・
ス
ト
ー

カ
ー
等
）
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

　
池
原
　
泰
子
氏
（
沖
縄
県
警
察
本
部
生
活

安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
　
Ｄ
Ｖ
・
ス
ト
ー

カ
ー
対
策
補
佐
）
　
12
月
10
日
（
火
）
午
後

７
時
〜
９
時
　
　
ハ
ー
モ
ニ
ー
セ
ン
タ
ー
　

　
12
月
９
日
（
月
）
締
切
　
　
30
人
（
定
員

に
達
し
次
第
締
切
）
　
　
市
内
在
住
・
在
勤

者
　
　
無
料
　
　
託
児
要
予
約

■
映
像
で
楽
し
む
夜
の
児
童
文
学
講
座

　〜
星
の
王
子
さ
ま
の
世
界
〜

　
12
月
13
日
（
金
）
午
後
６
時
〜
８
時

　
２
階
視
聴
覚
室
　
　
池
田
　
正
孝
氏
（
中

央
大
学
名
誉
教
授
）
　
　
中
学
生
以
上
　
　

　
40
人（
申
込
順
、定
員
に
達
し
次
第
締
切
）

　
〜
12
日
（
木
）
ま
で

　
　
　　
浦
添
市
立

図
書
館
・
移
動
図
書
館
と
し
ょ
ま
る
（
電
話

受
付
可
）

■
お
は
な
し
の
部
屋

　

　
ク
リ
ス
マ
ス
の
お
は
な
し
　
　
12
月
14
日

（
土
）
午
後
３
時
30
分
〜
４
時
　
　
か
た
り

の
部
屋
　
　
４
歳
以
上
　
　
語
り
手
　
図
書

館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

■
空
と
ぶ
じ
ゅ
う
た
ん
お
は
な
し
会

　

　
た
べ
も
の
の
お
は
な
し
　
　
12
月
15
日

（
日
）
午
後
３
時
30
分
〜
４
時
　
　
お
は
な

し
コ
ー
ナ
ー
　
　
ど
な
た
で
も
　
　
読
み
手

　
図
書
館
職
員

■
留
学
説
明
会

　
12
月
18
日
（
水
）
午
後
３
時
30
分
〜
４
時

30
分
　
　
ア
メ
リ
カ
情
報
コ
ー
ナ
ー

　
留
学
に
関
心
の
あ
る
方

※

在
沖
縄
米
国
総
領
事
館
職
員
に
よ
る
説
明

■
ア
メ
リ
カ
映
画
上
映
会

　
12
月
21
日
（
土
）
午
後
２
時
〜
５
時
（
予

定
）
　
　
２
階
視
聴
覚
室
　

■
英
語
の
お
は
な
し
会

　
平
成
26
年
１
月
７
日（
火
）午
後
４
時
〜
４

時
30
分
　
　
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー
　
　
ど
な

た
で
も
　
　
読
み
手
　
浦
添
市
国
際
交
流
員

※

休
日
の
ご
返
却
は
ブ
ッ
ク
ポ
ス
ト
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。ま
た
、休
日
も
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
で
の
検
索
・
予
約
は
可
能
で
す
。

■
洗
剤
を
使
わ
な
い
エ
コ
な
掃
除

　
12
月
12
日
（
木
）
午
前
10
時
〜
正
午

　
汚
れ
た
お
風
呂
用
具
一
つ
（
風
呂
用
イ

ス
・
洗
面
器
な
ど
）
　
　
１
５
０
円
（
材
料

費
・
保
険
代
）
　
10
人

■
お
せ
ち
に
使
え
る「
ジ
ー
マ
ー
ミ
豆
腐
と
漬
物
」

　
12
月
14
日
（
土
）
正
午
〜
午
後
４
時

　
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・
お
手
拭
　

　
４
５
０
円
（
材
料
費
・
保
険
代
）
　
10
人

■
お
鍋
の
保
温
カ
バ
ー
作
り

　
12
月
18
日
（
水
）
午
後
１
時
〜
４
時

　
水
野
　
幸
代
氏
　
　
ミ
シ
ン
・
は
さ
み
・

裁
縫
セ
ッ
ト
　
　
３
５
０
円
（
材
料
費
・
保

険
代
）
　
10
人

◆
講
座
の
受
付
は
、
12
月
７
日
（
土
）
午
前

９
時
か
ら

◆
不
用
品
持
込
の
際
は
、ご
住
所
を
確
認
で
き

る
運
転
免
許
証
な
ど
を
持
参
く
だ
さ
い
。

◆
今
月
の
リ
ユ
ー
ス
家
具
・
自
転
車
の
抽
選

販
売
は
12
月
15
日
（
日
）
午
前
10
時
〜

◆
不
用
品
提
供
の
お
願
い

　
衣
類
、
中
高
生
の
制
服
、
本
（
マ
ン
ガ
や

週
刊
誌
は
除
く
）、台
所
用
品
、ベ
ビ
ー
用

品
そ
の
他
雑
貨
（
電
池
、
電
気
製
品
は
除

く
）な
ど
の
不
用
品
を
ご
提
供
く
だ
さ
い
。

不
用
品
は
洗
っ
て
、
使
え
る
状
態
で
持
ち

込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
食
器
の
無
料
貸
出

　
イ
ベ
ン
ト
や
行
事
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
で
使

え
る
食
器
や
道
具
を
無
料
で
貸
し
出
し
て

い
ま
す
。
（
貸
し
出
し
は
浦
添
市
以
外
の

方
も
可
）

■
親
子
昔
遊
び
講
座

　
竹
と
ん
ぼ
・
竹
笛
・
こ
ま
づ
く
り
を
親
子

で
楽
し
も
う
　
　
12
月
21
日
（
土
）
・
22
日

（
日
）
　
全
２
回
　
午
前
10
時
〜
正
午

　
中
央
公
民
館
分
館
　
　
市
在
住
・
在
勤
の

小
学
生
親
子
20
組
　
　
材
料
費
２
０
０
円

　
12
月
10
日
（
火
）
〜
16
日
（
月
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
　
窓
口
・

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
受
付
（
先
着
順
）

保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

☎

８
７
５
ー
２
１
０
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
８
７
５
ー
１
５
７
９

浦
添
市
男
女
共
同
参
画
推
進

ハ
ー
モ
ニ
ー
セ
ン
タ
ー

☎

８
７
４
ー
５
７
１
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
８
７
４
ー
５
８
９
０

浦
添
市
立
中
央
公
民
館

☎

８
７
９
ー
５
５
０
３

☎

８
７
９

ー
６
６
４
０（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
）

浦
添
市
立
中
央
公
民
館
分
館

Ｆ
Ａ
Ｘ
８
７
９
ー
５
５
３
０

浦
添
消
防
本
部

☎

８
７
５
ー
０
１
０
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
９
８
８
ー
０
４
０
３

浦
添
市
美
術
館

☎

８
７
９
ー
３
２
１
９

休
館
日
‥
毎
週
月
曜
日

12
月
28
日（
土
）〜
１
月
４
日（
土
）

Ｆ
Ａ
Ｘ
８
７
８
ー
１
２
２
１

：

浦
添
市
立
図
書
館

☎

８
７
６
ー
４
９
４
６

Ｆ
Ａ
Ｘ
８
７
５
ー
１
７
７
２

休
館
日

　毎
週
月
曜
日
、12
月
24
日（
火
）、

27
日（
金
）、29
日（
日
）〜
１
月
３
日（
金
）

　

：

浦
添
市
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

☎
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
８
６
１
ー
３
１
９
６

休
館
日
‥
毎
週
月
曜
日

12
月
24
日
、29
日
〜
１
月
３
日

：

ひ

　と

法律の規制対象となる行為
１　つきまとい等
　特定の者に対する恋愛感情その他行為感情またはそれが満たされ
なかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の者またはそ
の家族などに対して行う以下の８つの行為を「つきまとい等」と規定し、
規制しています。
　①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ　②監視していると告げる行為　
③面会・交際の要求　④乱暴な言動　⑤無言電話、拒まれた相手へ
の連続した電話、ファクシミリ、電子メール　⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける　⑧性的羞恥心の侵害
２　ストーカー行為
　同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストー
カー行為」と規定して罰則を設けています。

①被害者の住所地　②加害者の住所地　③実際にストーカー行為が
あった場所　（②、③は今回から追加！）

ストーカー規制法が改正されました

問い合わせ　浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター  ☎８７４－５７１１

 ●執拗なメールも規制の対象になります

●警告や禁止命令の発令をすることができる警察署等の拡大

被害が深刻になる前に警察に相談を！
　警察安全相談（年中無休24時間）☎863－9110【＃9110】
　最寄の警察署（浦添警察署 ☎875－0110）　　　　　　


